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令和６年度予算審査特別委員会（第７回） 

 

令和６年３月１４日（木曜日）午前１０時００分   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○付託案件 

 議案第 ４号 令和６年度七飯町一般会計予算 

 議案第 ５号 令和６年度七飯町国民健康保険特別会計予算 

 議案第 ６号 令和６年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算 

 議案第 ７号 令和６年度七飯町介護保険特別会計予算 

 議案第 ８号 令和６年度七飯町水道事業会計予算 

 議案第 ９号 令和６年度七飯町下水道事業会計予算 

  １.各課の聴取について 

  ２.町長への総括質疑について 

  ３.その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長   川 上 弘 一      副委員長   澤 出 明 宏 

   委  員   神 﨑 和 枝      委  員   江 口 勝 幸 

   委  員   佐々木 陵 二      委  員   田 村 敏 郎 

   委  員   稲 垣 明 美      委  員   中 川 友 規 

   委  員   平 松 俊 一      委  員   上 野 武 彦 

   委  員   池 田 誠 悦      委  員   川 村 主 税 

   ───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（１名） 

   委  員   青 山 金 助  

   ───────────────────────────────────────── 

○議長出席の有無   無 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（６名） 

   町 長  杉 原   太     副 町 長  工 藤   稔 

   生 涯 教 育 課 長  竹 内 圭 介     スポーツ振興課長  髙 橋 雅 貴 

   学校給食センター長  福 永 崇 弘     商工労働観光課長  磯 場 嘉 和 

   ───────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長  広 部 美 幸     書 記  山 本 翔 大 

   書 記  伊 東 宏 樹 
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午前１０時００分 開議 

○川上委員長 それでは、おはようございま

す。 

 ただいまより、令和６年度予算審査特別委員

会第７回目の委員会を開催いたします。 

 江口勝幸委員から遅参の届出が届いておりま

す。 

 それでは、早速でございますけれども、本日

の審査を行ってまいります。 

 最初に、生涯教育課の審査を行います。 

 生涯教育課長、御苦労さまでございます。 

 予算書及び提出資料に基づきまして、簡潔に

説明をお願いいたします。 

 生涯教育課長。 

○竹内生涯教育課長 それでは、生涯教育課令

和６年度当初予算について御説明を申し上げま

す。 

 共通様式のほうを御覧ください。 

 ナンバー１、事業予算名、社会教育総務費で

す。増額の主な理由としましては、来年度全道

社会教育研究大会の開催地が留萌管内からオ

ホーツク管内へと変更になることから、旅費等

において増額となっております。 

 次のページになります。 

 ナンバー２は、生涯学習事業費です。令和５

年度で行われた大中山老人大学３０周年記念事

業が完了し、来年度は老人大学の記念事業等の

予定がないことから、報償費や需用費で減額と

なっており、そのほかにつきましては、例年と

大きな変更はなく、記載のとおりとなってござ

います。 

 次に、ナンバー３は町内会館振興費です。来

年度から支出先の町内会館が１館追加になるこ

とから増額となってございます。 

 それでは、次のページになります。 

 ナンバー４、公用車管理費です。来年度６月

いっぱいで生涯教育課が所管する公用車のリー

ス期間が終了し、所有の公用車がなくなること

から減額となってございます。 

 次に、ナンバー５は文化振興費です。令和５

年度で補正予算で計上しておりましたアイヌ文

化振興事業の予算を、来年度では当初予算に計

上していることから増額となってございます。 

 それでは、次のページになります。 

 ナンバー６は、図書室管理費でございます。

こちら例年と大きな変更はなく、記載のとおり

となってございます。 

 それでは、次のページになります。 

 ナンバー７です。公民館管理費でございま

す。委託料では、令和５年度にスポーツ振興課

が所管する体育施設管理費の社会体育施設等管

理委託に集約されておりました除雪業務を、こ

ちらの元の需用費のほうへ戻して計上している

ことから、増額となってございます。 

 このほか、工事請負費では、今年度施工した

藤城公民館のＬＥＤ化改修工事が完了したこと

から減額となっており、事業合計では減額と

なってございます。 

 次のページになります。 

 ナンバー８、文化センター管理費でございま

す。まず、増額分では、需用費で文化センター

内の消火器が来年度期限が切れるため、購入代

金として消耗品費で増額となってございます。

また、電気料も値上げ分を鑑み、増となってご

ざいます。ほかに、委託料では、昨今の物価上

昇や働き方改革の影響による人件費の上昇に伴

い、契約更新時に値上がりが見込まれることか

ら、舞台等管理委託料で増額となってございま

す。 

 また、減額では、工事請負費で来年度工事の

予定がないということで、今年度行いました

ホール吊物制御盤の改修工事と高圧気中開閉器

の交換工事費、こちらの分が皆減となってお

り、事業合計では減額となってございます。 

 次のページになります。 

 ナンバー９は、大中山コモン管理費でござい

ます。工事請負費にて、ＬＥＤ化の改修工事が

完了したため、減額となってございます。その

ほか、例年と大きな変更はなく、記載のとおり

となってございます。 

 次のページです。 

 ナンバー１０は、大沼婦人会館管理費でござ

います。増額の主な要因としまして、電気料の

料金値上げに伴い、電気料で増額となってござ



 － 3 － 

います。そのほかは例年と大きな変更はなく、

記載のとおりとなってございます。 

 次のページになります。 

 ナンバー１１、社会教育施設管理費でござい

ます。予算の主な増減の要因としましては、来

年度緑町会館の屋根塗装修繕を予定しているこ

とから増額となってございます。また、加え

て、委託料で令和５年度でスポーツ振興課のほ

うに集約されておりました除雪委託料、こちら

が元の事業費、こちらのほうに計上しているこ

とから増額となってございます。 

 次のページです。 

 ナンバー１２、文化財保護費でございます。

こちら、特に例年と大きな変更はなく、記載の

とおりとなってございます。 

 次のページです。 

 ナンバー１３、歴史館管理費でございます。

こちら、需用費では消防用設備修繕のため、施

設修繕料で増額。委託料はＬＥＤ化改修工事に

向け、照明設備の調査が必要なことから、実施

設計委託料で増額となってございます。そのほ

かにつきましては、例年と大きな変更はなく、

記載のとおりとなってございます。 

 生涯教育課所管分の予算資料の説明について

は以上でございます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○川上委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を許します。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー８の文化センターの管理

費のことでお伺いをしますが、修繕費というの

は全く項目上がってませんけれども、今のとこ

ろ、何のトラブルもないのか、心配なところが

ないのか、それをお聞きしたいのと、消火器が

期限が来るというので取り替える。防火訓練み

たいなものは、毎年文化センターとかコモンと

かやっていらっしゃるのかどうか、２点お尋ね

します。 

○川上委員長 生涯教育課長。 

○竹内生涯教育課長 それでは、御質問にお答

えをしてまいります。 

 まず、文化センターの修繕の関係でございま

すけれども、特段今のところ目立って大きな改

修しなければならないという部分は、今のとこ

ろ確認されておりませんので、例年の施設の修

繕料として計上させていただいております。 

 また、防火訓練ですね。こちらのほうにつき

ましては、各施設、生涯教育課のほうで所管し

て管理をしている施設ございますけれども、そ

れぞれ避難訓練を実施をしております。一応年

２回、実施をしているということでございま

す。 

 以上でございます。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 消火器は期限来たら、ただ引き

取っていくだけですよね、多分。もったいない

ので、消火訓練は大概本当の消火器ではなく

て、中に水を入れたりとかやるのですけれど

も、広いところはあるから、本物を体験してお

くというのは大事だと思うので、ぜひ期限切れ

たものでやったほうがいいかなと思うのです

よ。実際に私も使ってみて、すごいなと思った

ので、できれば実物でやってもらいたいなとい

う、お願いだけして終わります。 

○川上委員長 生涯教育課長。 

○竹内生涯教育課長 実際に、確かに消火器、

実際のものを使うというのはなかなかできない

ということでございますので、確かに毎回です

と本物使うというのはないので、ぜひタイミン

グが合えばこちらのほうを使って、ちょっと検

討したいというふうに考えておりますので、御

理解いただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 川村委員。 

○川村委員 ２点ほど。 

 共通様式のナンバー３の負担金、補助金です

けれども、先ほど説明の中に１件増えたという

のですけれども、どこの、これ町内会が増えた

のか、その辺の詳細と、あと２５万８,０００

円の簡単な内訳を教えてください。 

 あと、ナンバー１２の委託料と原材料のジャ

ムの販売を当面中止するためということで、ゼ

ロになっているのですけれども、これは何かの
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事業みたいなことで今までやっていたのか。あ

と、これをやめた理由というのを教えてくださ

い。 

○川上委員長 生涯教育課長。 

○竹内生涯教育課長 それでは、まず、町内会

館の補助金の部分でございますけれども、こち

らにつきましては、本町の冬トピア団地にござ

います、町内会のほうが冬トピア団地の集会室

を使っているのですが、こちらのほうから町内

会の会館の助成金の申請をしたいということで

相談がございまして、新年度から町内会館とし

ての位置づけで補助をしていくということで、

同じような集会室を使った町内会館の補助とい

うと、大中山のグリーンヒルのほうも同じよう

な形で集会室を使っておりまして、そちらのほ

うの経費も出しておりますので、同じような形

でこちらも対応していきたいということで考え

ております。 

 こちらの内訳ということなのですけれども、

今現在、この冬トピア団地でかかっている水道

ですとか、ガス代ですとか、電気代ですとか、

そういったものが補助対象経費になりますの

で、今現在かかっている料金を聞き取りして、

予算額を計上したということで計上しておりま

すので、御理解いただきたいというふうに思い

ます。 

 また、ジャムの部分ですね。歴史館の部分で

ございますけれども、歴史館のちょうど駐車場

の裏、奥といいますか、裏手のほうにリンゴと

ジャムを栽培しているところがあります。これ

は、七重官園の時代に植えた、たむらリンゴ

と、あとニュートンリンゴ、こちらを植えて、

そのほかに七重官園のほうで当時植えていた品

種とは違うかもしれませんけれども、ブドウも

当時植えていたということで、それを再現した

形で植えております。こちらを収穫したものを

ジャムにして年に一度販売をして、これまでの

七重官園、七飯の歴史についてＰＲとか周知を

してきたというような事業でございます。 

 やめた理由なのですけれども、なかなか生育

がちょっと昨年度、ここ数年悪くて、枝も

ちょっと剪定して、なりが悪いというのがまず

やめた一つでございます。このほか、ジャムに

する際にどうしても今量も少ないので用意でき

る個数も少ないということから、作っていただ

いている方の手間も考えますと、当面中止をし

たほうがいいかなということで判断して、中止

したということでございます。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございませんか。 

 田村委員。 

○田村委員 まず、ナンバー６、図書室管理費

ですけれども、これは、民文のほうから報告書

にも書きましたけれども、耐震のない場所から

安全な場所に移転、早期にすべきでないかとい

うような提言のもとに報告しましたけれども、

今回の予算には全く触れてきていないというこ

とで、これ一体どういうふうな考え方で、どう

いうふうに進めていくのか、それについてお伺

いしたいと思います。 

 それからもう１点、図書館建設、やめるとも

凍結とも繰延べとも、これ実際取り扱う担当課

としては、図書館建設については繰延べという

表現なのですか。どういう考え方で建設に向け

ていっているのか、それをちょっと伺いたいと

思います。 

 それから、ナンバー１２、文化財史跡等管理

作業員報償費、１万５,０００円減になってい

ますけれども、これについては、人工が減に恐

らくなったのではないかと思うのですけれど

も、いろいろ庚申塚だとか箱館戦争のお墓だと

か等々あるわけですけれども、減にしたという

ことになれば、このまま放置するのか、あるい

はそれに代わるような対応策があるのか、その

部分について教えていただきたいと思います。 

 それから、先ほども同僚委員から出ましたけ

れども、ジャムの関係ですけれども、たむらリ

ンゴを収穫してやってましたけれども、やっぱ

りこういうものを結構長い期間、ボランティア

の皆さんにも助けられながらやってきたと思う

のですけれども、実際こういうものは、歴史館

ならではの活動ですので、なくすべきではない

と思うのです。当面休止するためと、いつの間

にかなくなっていたということにならないよう
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に、例えば多少お金かかるかも分からないです

けれども、業者のほうにちょっとお願いして

やってもらうとか、確かに歴史館友の会だと

か、ボランティアが総崩れというか、高齢のた

めになくなったということで、そういう部分も

あるかも分からないですけれども、ぜひこれ

は、当面休止というのは分かるのですけれど

も、これはなくさないような努力をしていただ

きたいなと思います。 

 それから昔、歴史館の中で子どもチャレンジ

だか子ども何だかと、子どもを対象に七飯町の

歴史のいろいろ、史跡を回ったり、いろいろな

ことを町のバス借りた中でやっていたのですけ

れども、そういうものは最近見当たらなくなっ

たということで、やはりそういうものがなくな

ると、七飯町の郷土というのですかね、それに

対する理解だとか愛着だとか、そういうものが

やはり子どもの中から薄れていってしまうとい

う、そういうことを考えれば、ぜひそういうい

ろいろな子どもに対する歴史観というか、七飯

町の歴史のよさといいますか、そういうものを

伝承する、そういう活動というのを展開できな

いものかどうか、それもあわせてお聞きしたい

と思います。 

○川上委員長 生涯教育課長。 

○竹内生涯教育課長 それでは、順次お答えを

してまいります。 

 まず、図書室の移転の関係でございますけれ

ども、こちらにつきましては、現在、今図書を

行っている業務を行える施設を今探していると

いうよりは、実際にそこに移れるかどうかとい

うことで、今調整をしているところなのですけ

れども、まだ申し上げられるような状況でござ

いませんので、どこにというのはちょっと申し

上げられませんが、現在調整を進めているとい

うところでございます。こちらの移転先もまだ

現在検討中でございまして、調整する中で、ま

だはっきりとしていないので予算にも反映され

ていないので、今後、その辺決まりましたら、

早急に民文、または全員協議会のほうに、議員

さんの皆さんのほうに情報をお知らせして進め

てまいりたいと考えておりますので、ぜひ御理

解いただきたいと、現在調整をしているという

ところで、御理解いただきたいというふうに思

います。 

 また、この図書館の建設でございますけれど

も、一般質問の答弁の中でもございましたけれ

ども、図書館の建設につきましては、先送りと

いうか、後年次のほうに送るというようなお話

でございますので、まずは体育館、こちらの建

設に向けた話合いをまずは優先するというとこ

ろで、そちらのほうが終わってから、多分、図

書館というふうになると思うのですけれども、

こちらにつきましては、次の総合計画の見直し

の際にも、こちらの事業は精査されるというこ

とになりますので、そのところで十分に精査を

していきたいというふうな形で、図書館の建設

については先送りということで、担当課として

は押さえているということで、御理解いただき

たいというふうに思います。 

 次に、ナンバー１２の史跡管理ですね。こち

らの部分の金額が減った部分ですけれども、確

かに田村議員のおっしゃるとおり、こちらの部

分につきましては、史跡の管理をする作業員の

報償費となってございます。峠下の史跡だった

りですとか、庚申塚ですとか、いろいろな町内

に史跡ありますけれども、そちらは草刈りだと

か、そういう管理費になってございます。 

 こちらにつきましては、減った分やらないと

いうことではなくて、歴史館の職員のほうでど

うにか対応するというようなことで予定をして

おりますので、これまで管理していた回数は落

とさず、きちんと管理をしていきたいというふ

うに考えております。予算については減ります

けれども、管理回数とか管理条件については以

前と同様を保つということで、努めてまいる予

定でございます。 

 あと、ジャムの部分でございますけれども、

こちらも、担当課としてはずっと続けたいとこ

ろなのですけれども、先ほど申し上げましたと

おり、やはり育成が大分悪くなってきて、昨年

度枝も大分剪定したものですから、次年度につ

いては恐らく収穫が量が取れないだろうと。そ

れでなくてもこれまで少なくなってきていたと
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ころもありますので、ちょっと剪定もしたこと

によって、数が見込めないだろうということ

で、一回中断をしますけれども、田村議員の

おっしゃるとおり、こちらはやはり七飯の基幹

産業である農業の発祥の部分に関わる、こちら

の七重官園の部分を知らせるという意味では貴

重なものだと考えておりますので、担当課とし

てはなくすということではなくて、ちょっと一

回お休みをするということで。以前にボラン

ティアの方でやっていただいたということなの

ですけれども、そこがなかなか難しくなってき

て、業者で、飲食業をやっているところにも頼

んだりとかして対応はしてきているのですけど

れも、いかんせんジャムを売るとなると、やは

り食品衛生法の関係の問題も出てくるので、き

ちんとしたやれる方にお願いする必要があるの

で、そこら辺も含めて、今までも問題なくクリ

アしている方にお願いをしているのですけれど

も、引き続き、こちらの事業については、今回

はちょっと数の関係で見送りますけれども、十

分取れるようになってきて、またこういう事業

ができるようになれば、担当課としてはまた

やっていきたいということで考えておりますの

で、御理解をいただきたいというふうに思いま

す。 

 また、子どもの講座ということで、ジュニア

探検クラブという歴史館の事業、こちらは今で

も開催をしておりまして、こちらにつきまして

は、毎月１回、年１２回やっております。議員

のおっしゃるとおり、七飯の歴史、自然、そう

いったものに触れて、七飯を知ってもらうとい

うような活動をしております。七飯のこの辺の

周辺の自然散策したり、駒ヶ岳に登ったりです

とか、いろいろ石器をつくってみたりですと

か、道具づくりしたりとか、いろいろな体験を

して、七飯の歴史についても知っていただくと

いうような活動は続けておりますので、確かに

ちょっとコロナ禍で大分中止になったりとかそ

ういうのもありましたので、目に見えない部分

で、ちょっと活動が見えないかもしれませんけ

れども、確実にその辺はやっておりますし、こ

れからも継続していきたいというふうに考えて

おります。御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 田村委員。 

○田村委員 図書室の移転ですけれども、最低

でも、これいつまでという、いつ頃までという

ふうに、もう耐震のない施設ですから、いつ何

が起こってもおかしくないということを考えれ

ば、最低でもいつぐらいまでにはというよう

な、示していただきたいというふうにまず思い

ます。 

 それから、まあ確かにジャムの関係そうです

けれども、例えば、ちょっとリンゴの木の調子

が悪いという話ですけれども、この予算から見

れば、剪定だとか、あるいは消毒、堆肥だと

か、そういったようなものが、消耗品等々で見

えてくればいいのですけれども、見えてないと

いうことになればそのままという話になってし

まうことが懸念されるものですから、そこら

辺、理解はしてるけれどもと言いながらも、予

算に対応していないのではないかと私は思うの

ですけれども、そこら辺もう一度ちょっとお願

いします。 

○川上委員長 生涯教育課長。 

○竹内生涯教育課長 それでは、まず移転の関

係でございますけれども、詳細今調整中ですの

で、いつまでというのは答えられれば一番いい

のですけれども、ちょっとお答えができない状

況なのですけれども、先日も一般質問の答弁の

中で、町長が新年度進めていきたいというよう

なお話をしておりまして、担当課としまして

も、新年度でその辺詳細を詰めて、できるだけ

早く皆さんのほうにお示しできるように進めて

まいりたいということで考えておりますので、

御理解いただきたいというふうに思います。 

 ジャムにつきましては、こちら木の剪定は既

に剪定済みでございます。毎年こちらの木の関

係につきましては、消毒、あと枝の手入れ等に

つきましては、歴史館の向かいの成田園さんに

御協力いただきながら管理をしているところで

ございまして、今年度、成田園さんの御協力の

下で剪定のほうも既にしておりまして、あとは

ちょっと枝の、結構強剪定、強剪定までいかな



 － 7 － 

いですけれども、結構大きく剪定したものです

から、経過を見守りながら、育成も見て、再度

時期見て再開したいということで考えておりま

すので、御理解いただきたいというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 中川委員。 

○中川委員 まず、ナンバー９というか、これ

は大中山コモンの関係だったのですけれども、

コモンに限らずなのですけれども、たまたま先

日、大中山コモンを利用させていただくことが

ありまして、そのときに、それこそ施設の球切

れが結構ひどかったもので、だから単純に要は

予算がなくて、そういう管理が間に合わなかっ

たのであれば、対策しているのかなというの

と、あと、ナンバー６の、今、同僚議員のほう

からありましたけれども、これについては、既

存施設という表現でこの間答弁されていたので

すけれども、町の公共施設の既存なのか、それ

とも民間の施設も含めての既存施設ということ

なのか、その辺の確認と、あと、新年度から

やっていくということで、今回はこの予算委員

会の予算には入っていないけれども、これから

動いて、例えば折り合いがついたときには補正

予算で、移動の予算だとかいろいろなものを上

げてくるのかどうか、お願いします。 

○川上委員長 暫時休憩いたします。 

 １０時４５分、再開いたします。 

午前１０時２９分 休憩 

────────────── 

午前１０時４３分 再開 

○川上委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 それでは、生涯教育課長の答弁から入りま

す。 

 生涯教育課長。 

○竹内生涯教育課長 貴重な時間を費やしてし

まい、大変申し訳ございませんでした。 

 それでは、答弁をさせていただきます。 

 まず、各生涯教育課で管理している施設、名

前が出たのはコモンということでしたけれど

も、各施設、電球等が切れた場合には、順次交

換しているのですけれども、ただ、脚立とかで

上って取り替えられるような天井の低いところ

であれば、すぐ対応できるのですけれども、コ

モンとか文化センターもそうですけれども、天

井が高いところにつきましては、足場を組んだ

りとかして交換しなければならないので、交換

費用がちょっと高価になるものですから、１灯

でというのはちょっとなかなかしてなくて、何

灯か切れた時点で施設の利用に支障がない範囲

で、少しほかのも切れるまでちょっと待ってい

るケースもございます。ただ、議員のほうでそ

の辺が見た目でもしあまりにも悪かったという

ことであれば、こちらのほうもそのタイミング

と見え方等の判断少し考えなければないかなと

思いますので、今後、利用者が、利用できる程

度ということではなくて、不快にならないよう

な部分も考えながら施設管理していきたいと考

えておりますので、御理解をいただきたいとい

うふうに思います。 

 あと、図書室の関係でございますけれども、

その既存施設の部分でございますけれども、現

在、図書室で行っている図書業務を引き続き行

えるような施設、町有施設か民間かということ

ですけれども、町有施設に限らず民間も含め

て、現在検討して精査をしているところでござ

いますので、その辺を御理解いただきたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、生涯教育課に対する審査を終了いた

します。 

 生涯教育課長、御苦労さまでございました。 

 続きまして、次にスポーツ振興課の審査を行

います。 

 スポーツ振興課長、御苦労さまでございま

す。 

 予算書及び提出資料に基づきまして、簡潔に

説明をお願いいたします。 

 スポーツ振興課長。 
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○髙橋スポーツ振興課長 それでは、当初予算

案について御説明申し上げます。 

 ナンバー１は、スポーツ振興総務費です。当

初予算額８９０万３,０００円で、トルナーレ

チャレンジカップ開催負担金及び大沼湖畔駅伝

開催負担金については、事業の見直し等により

運営経費が圧縮されたため、負担金の減額を

行っておりますが、その他は従前と大きな変更

はなく、記載のとおりです。 

 次のページになります。 

 次に、ナンバー２はスポーツ合宿誘致費で

す。当初予算額４０７万９,０００円で、サッ

カーチーム合宿誘致分に係る大型バス等の自動

車借上料を今年度見送ったことにより、自動車

借上料が減額しておりますが、その他は従前と

大きな変更はなく、記載のとおりでございま

す。 

 次に、ナンバー３は体育施設公用車管理費で

す。当初予算額４５万６,０００円で、東大沼

多目的グラウンドトルナーレで使用する作業用

２トントラックを新たな事業予算として計上し

たことにより減額となっておりますが、その他

は従前と大きな変更はなく、記載のとおりで

す。 

 次のページになります。 

 ナンバー４は、体育施設管理費です。当初予

算額６,４０４万１,０００円で、本年度末に大

中山地域体育館事業用借地権設定契約の借地期

間満了日を迎えるため、大中山地域体育館借地

用地購入費（債務負担分）が増額となっており

ます。 

 また、各体育施設の改修工事が完了したこ

と、及び東大沼多目的グラウンドトルナーレの

維持管理費を、新たな事業予算として計上した

ことにより減額となっております。 

 その他、スポーツセンター備品の更新等に係

る備品費を予算計上しております。 

 その他は従前と大きな変更はなく、記載のと

おりでございます。 

 次のページになります。 

 東大沼多目的グラウンド管理費です。当初予

算額２,７９５万３,０００円。東大沼多目的グ

ラウンドトルナーレの維持管理費を明確にする

ため、新年度の新設予算となっております。皆

増でございます。 

 次に、ナンバー６は東大沼多目的グラウンド

作業用管理費です。当初予算額３２万９,００

０円。東大沼多目的グラウンドトルナーレでの

作業用２トントラックの維持管理費で、新設予

算となっており、皆増でございます。 

 次のページになります。 

 次に、ナンバー７はパークゴルフ場指定管理

費です。当初予算額１,１０７万１,０００円

で、本町パークゴルフ場のスタートマット６枚

を更新するため、備品購入費が増額となってお

りますが、その他は従前と大きな変更はなく、

記載のとおりです。 

 スポーツ振興課所管の説明は以上でございま

す。 

○川上委員長 ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑を許します。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー４の公有財産購入費２,

６００万円ということで、債務負担行為という

ことで、某会社の体育館を購入したということ

で、これが契約履行により増ということで、今

年度は借地料がやっぱり２００万円支払わなけ

ればないということで、ダブルで最終段階でと

いうことですけれども、これは会社さんがこの

契約をしてからすぐに会社名が変わったり、投

資家が海外ということで、そのあたりで何か大

丈夫、３月末で恐らく契約が行われ、移行され

るということですけど、そのあたりの内容で何

か経緯というか、そういうのがありましたら教

えていただきたいなということでございます。 

 今回、東大沼多目的グラウンドということ

で、別に事業目的をしたということで行ってい

るのですけれども、そのあたりスムーズに移行

されて、各事業名から移動しているということ

で、サッカーの練習に来る方がクラブが少なく

なったということですけれども、そのあたりの

誘致の方法というか、そういう運動というのは

どのようにされているのか、そのあたりちょっ

とお聞かせください。 
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○川上委員長 スポーツ振興課長。 

○髙橋スポーツ振興課長 それでは、順次お答

えいたします。 

 大中山地域体育館の借地契約につきまして

は、大中山地域体育館につきましては、平成２

７年３月３１日当時の所有者である会社と、所

有者と事業用借地設定契約を締結しておりまし

て、今年度含めて１０年間借地料を支払いまし

て、借地契約満了日の令和７年３月３１日に、

４,０００万円から本契約に基づいて支払った

賃借料の合計額２,４００万円を差し引いた２,

６００万円を支払い、土地を譲渡、取得するこ

ととなってございます。 

 契約変更ですけれども、平成３１年１月２１

日に当時の会社が社名変更したということで、

社名変更に伴い、それまで当時契約で５０万円

払っていた賃借料を令和元年度から２００万円

支払うということで、賃借料を変更している契

約をしてございます。令和２年１月１７日付で

さらに社名変更の届出がありましたが、内容等

に変わりがないということで、そのまま契約し

てございます。そのままの契約で行ってござい

ます。 

 今のところ、担当のほうとはまだ連絡を取っ

ていませんけれども、スムーズに行えるよう

に、こちらのほうで対応してまいりたいと思い

ますので、御理解いただきたいと思います。 

 東大沼の多目的グラウンドの関係ですが、ま

ずは誘致活動ということですけれども、２０２

６年度からＪリーグがシーズン移行しまして、

秋春制になることから、今年度の早い段階で宿

泊業者と一緒に担当者レベルで誘致活動を行い

たいということで考えております。そちらのほ

う、合宿誘致を行う会社につきましても、マネ

ジャーが変更したということで、改めて誘致活

動を行っていきたいというふうに考えておりま

す。 

 東大沼の多目的グラウンドですけれども、今

後、昨年までは優秀なといいますか、レベルの

高い芝の管理者がいたのですけれども、実は来

年度はいなくなることから、引き続き委託で今

年度委託管理させていただいて、芝の状況を確

認させていただきまして、その状況を見て、今

後指定管理についても検討してまいりたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかに。 

 上野委員。 

○上野委員 今質問もありましたけれども、ナ

ンバー５の大沼のサッカーグラウンドの件なの

ですけれども、これまでコロナ禍の下で利用

も、合宿の利用ですか、それも減ってきていた

のではないかというふうにも思うわけですけれ

ども、昨年のこのサッカーグラウンドを利用し

た、地域での例えばサッカー大会があったのか

どうか。それからサッカーグラウンドを利用し

た合宿、これがどのくらいの団体が来て、参加

人数、それから合宿の日数などはどのような状

況であったのか。そういった昨年の状況をまず

お聞きしたいなというふうに思います。 

 それから、昨年のこうした実績に対して、今

年度はどのような目標で誘致を、誘致数といい

ますか、団体が来るように取り組むというふう

に考えておられるのか、その辺についてお伺い

します。 

○川上委員長 暫時休憩します。 

午前１０時５６分 休憩 

────────────── 

午前１０時５７分 再開 

○川上委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 スポーツ振興課長の答弁から入ります。 

 スポーツ振興課長。 

○髙橋スポーツ振興課長 すみません。貴重な

時間を費やしてしまって、大変申し訳ございま

せん。 

 今年度の、まずトルナーレの実績でございま

すが、使用人数としては５,４１１件、観客数

は１,７４４名となってございます。一昨年が

３,８４０人、コロナ禍のときは大体２,４００

人程度でしたので、徐々に利用者数は回復して

きているものだと考えてございます。 

 合宿の関係ですけれども、昨年度におきまし

ては女子のプロサッカーチームが２団体ほど打
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合せをしていたのですけれども、ちょっと来れ

なくなりまして、引き続き、今年度また誘致し

てまいりたいというふうに考えております。 

 先ほど同僚議員の質問に答えましたが、今年

度は、例年利用していただいています川崎フロ

ンターレのほうに、宿泊業者と一緒に担当者レ

ベルのほうで、誘致活動を行ってまいりたいと

考えておりますので、御理解いただきたいと思

います。 

 以上です。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 昨年のそういう参加人数という形

でおっしゃいましたけれども、どういう大会が

あって、そういう人数になったのか。その大会

というのは何回の大会だったのか、そういった

内訳も少し分かるように。５,４１１というの

は非常にたくさんの方が来ているということだ

とは思うのですが、中身もう少し分かるように

お知らせください。 

 それから、サッカーの合宿が昨年はゼロだと

いうようなことだというふうに聞こえましたけ

れども、合宿がないという状況の中で、サッ

カーグランドがせっかく整備して使えるように

しているのだけれども、このサッカー競技とし

て使われた日数はどのぐらいあって５,４１１

という数字になったのか、その辺についてもう

少しお願いします。 

○川上委員長 スポーツ振興課長。 

○髙橋スポーツ振興課長 それでは、御答弁申

し上げます。 

 大会ですが、北海道のカブスリーグ、トル

ナーレチャレンジカップとサッカー協会の事業

等大会ございますが、申し訳ございません。今

ちょっと集約していませんでしたので、後日資

料提出させていただきたいと思います。 

 使用した日数ですけれども、トルナーレの使

用日数につきましては４０日間でございます。

４０日間で５３件、うち大会は１９件でござい

ます。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員 ナンバー５ですね。事業予算名

が東大沼多目的グラウンド管理費が、新たにと

いうか独立した予算になったということなので

すが、こちら特財で体育施設使用料２２万円と

なっておりますが、これはサッカー専用グラウ

ンドですので、先日ちょっと某協会さんのほう

とお話しさせていただいたのですけれども、こ

のグランドを某団体さんのほうでは七飯ガーデ

ンと呼んでおりました。何でと聞いたら、使っ

ていると非常にうるさいですと。厳しいという

ことなのですけれども、サッカーですのでスパ

イク履いて競技しますので、芝も剝がれるで

しょうし、そのためにグリーンキーパー等を用

意して維持管理をしていると思うのですが、も

うこのグラウンド使わないわと言われたのです

ね。収容量も少ない、グラウンドに来るという

ことは経済効果も、周りに飲食店ですとか、

ジュース買おうだとかという方もあって、グラ

ウンドによそから来てくれるということは経済

効果も上がるということだと思うのですけれど

も、周りから、普通に使っていて怒られると。

スパイクもいろいろなスパイクありますけれど

も、自分もグラウンド競技やってましたけれど

も、剝がれるのは当たり前なのですよね。剝が

れたのを直すために維持管理をして町で運営し

ているわけですから、委託に移行したというこ

とで、その辺の運営方法も改善しながら、たく

さんの方々に利用していただいて、トルナーレ

のほうにたくさん来ていただいて、町内で飲食

等をしてもらって、経済効果を上げていくとい

うのも一つの目的だと思うのですが、この指定

管理に移行したということで、運営方法等は中

身は変わっているのでしょうか。 

○川上委員長 スポーツ振興課長。 

○髙橋スポーツ振興課長 質問にお答えいたし

ます。 

 まず、議員がおっしゃるとおり、うちの職員

が利用者に対して強い指導をしたということで

あれば、注意というか、したということであれ

ば大変申し訳なく思いますし、利用者に気持ち

よく使っていただけるように、今後指導してま

いりたいと思います。 



 － 11 － 

 今、指定管理ではなくて、指定管理について

今後検討していくということで、今年度につき

ましては、昨年と同様、芝を維持、芝というか

土地が広いですから、トルナーレ全体を維持管

理していただくというふうな委託料となってお

ります。 

 以上です。 

○川上委員長 佐々木委員。 

○佐々木委員 指定管理は今後ということで、

自分間違えてましたので申し訳ありません。 

 町管理から指定管理へこれから移行していく

ということなので、苦情も入っているというこ

とも加味しながら、指定管理のほうに移行し

て、利用者に気持ちよく使っていただいて、ま

たこのグラウンド使いたいねと思うようなこと

を考えて、使った後また利用していただきたい

と思うのですけれども、指定管理移行の際に、

その辺ちょっと考えながら移行していただきた

いなと思うのですがどうでしょうか。 

○川上委員長 スポーツ振興課長。 

○髙橋スポーツ振興課長 議員おっしゃるとお

り、使っていただいて何ぼの施設だと思います

ので、トルナーレのほう、より気持ちよく使っ

ていただけるように、そのような仕様書等を作

成していきたいなというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 田村委員。 

○田村委員 まず、ナンバー１、トルナーレ

チャレンジカップ、事業見直しによる減という

ことで２２万５,０００円、それから大沼湖畔

の駅伝、これも同様に事業費の見直しで２０万

円減、これ具体的に、どういったような事業で

この金額が落ちたのか、それぞれちょっと教え

ていただきたいと思います。 

 それから、先ほど生涯教育のほうで図書館建

設について先送りということで、その中の話の

中では、まず体育館から、終わってから図書館

だよというような、そういう流れが示されたわ

けですけれども、体育館建設に向けた、今のと

ころのスケジュール、建設に向けたスケジュー

ル、もし分かっているのであれば、何か今まで

の話の中では、９月ぐらいまで外部の検討委員

会を開いて云々というのが出ておりましたけれ

ども、体育館について、今のところのスケ

ジュール、建設に向けたスケジュールが分かっ

ているのであれば、あわせて教えていただきた

いと思います。 

○川上委員長 スポーツ振興課長。 

○髙橋スポーツ振興課長 それでは、お答えい

たします。 

 まず、トルナーレチャレンジカップの負担金

につきましては、少子化等による参加チームが

減少したことや、コロナ禍の間、感染予防対策

として開会式を行わず、３密を避けて午前午後

に分けて、大会運営をした結果、駐車場に余裕

ができたり、要は警備費の経費が圧縮されたと

いうことにより、事業費を減額してございま

す。 

 大沼湖畔駅伝の負担金につきましては、昨年

度と引き続き、ペア駅伝として実施させていた

だきたいと思っております。行います。今年度

も、一部の種目を除きペア駅伝として実施し

て、具体的にはコロナ禍前は、大沼湖畔を２周

を４人で、たすきをつなぐ駅伝でしたが、今年

度は、４種目のみ、大沼湖畔１周を２人でたす

きをつなぐペア駅伝の２チームの合計タイムで

合算して計測するハイブリッド型の駅伝を実施

いたします。このことにより、昨年度から引き

続き、競技時間が圧縮されて、事業用賄費等の

経費が圧縮されることから減額しております。 

 次に、体育館のスケジュールですが、今後、

一応今月末をめどに、一度町外の検討委員会を

させていただきまして、検討委員会の中で、今

後利用される中高生の意見を聞いたほうがいい

ということですので、４月の中旬くらいに中高

生を集めて意見等を聞く機会を設けたいなとい

うふうに考えております。その後、９月に中高

生の意見も反映させながら、基本計画、基本構

想の案をつくって、それからパブリックコメン

トをかけて、その後、９月末をめどに基本構

想、基本計画を策定したいと考えております。 

 その後のスケジュールにつきましては、建築
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手法だとか補助金、他の財源、町財政等も鑑み

て、関係部署と協議しながら決定していきたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○川上委員長 田村委員。 

○田村委員 まず、トルナーレチャレンジカッ

プでございますけれども、そうすると、今まで

どおり、経費が節減になった形でやるというこ

とになりますかね。そのことをちょっともう一

度お願いします。 

 それから、大沼湖畔の駅伝ですけれども、こ

れはペア駅伝をやってから２年かそのぐらいた

つと思うのですけれども、このペア駅伝という

のが、実際、主催でないにしても、町民の意見

だとかいろいろ聞こえてくると思うのですけれ

ども、すばらしいというよりもむしろペアでな

いほうがというような声も聞こえないわけでは

ないですよね。ですから、２人１組で、例えば

説明あったように、２周を４人で回るとかとい

う、従来は違ってましたよね。１周だとか、何

周で何人とかと。このペアというのは、このま

まずっと今のところ考えているのか、あるいは

検討の余地を残しているのか、そこら辺ちょっ

と教えてもらいたいと思います。 

 それから、体育館の建設でございますけれど

も、検討委員会は３月中に開催して、４月の中

旬に中学生高校の意見を聞きながらということ

で、９月には検討委員会の意見を反映させなが

ら、基本計画のほうに結びつけていくのだとい

うことで、９月末には基本計画というようなこ

とで、最終的には今年中には大体基本計画が決

定、あるいは財政だとか、そういうものの絡み

も加えた中での決定というのが、今年中とい

う、そういう考え方でよろしいのでしょうか。 

○川上委員長 スポーツ振興課長。 

○髙橋スポーツ振興課長 それでは、順次お答

えします。 

 まず、トルナーレチャレンジカップですが、

今まで、駐車場の警備員の費用に２０万円予算

計上させていただいていたのですけれども、ほ

ぼそれを落としたような形になりますので、従

来どおりの運営になりますので、内容等につい

ては変わりません。 

 次に、ペア駅伝の関係ですけれども、こちら

のほうは、やはり意見がいろいろ賛否両論ある

のですけれども、少子化だとかチームで４人編

成が難しいという意見が多くて、昨年度からペ

ア駅伝にさせていただいたところですけれど

も、やはり高校生だとか一般の社会人で、４人

の駅伝がいいということの意見もありましたの

で、今年度、４種目になるのですけれども、そ

ちらのほうは、先ほど言ったハイブリッド型の

駅伝といいますか、ということで４名で、２名

ずつのペア駅伝の足した合算になりますけれど

も、そちらのほうで４名の合計タイムというこ

とで、駅伝という形で行っていきたいというふ

うに考えております。 

 いろいろ反省点もあったのですけれども、そ

の中の意見としては、やっぱり手伝い、ボラン

ティアのメンバーを集めるのが難しくなってき

たというのと、一部からは、交通規制の時間

が、今までだったら昼もまたいで交通規制をか

けていたのが、地元からも、午前中で終わるよ

うになりましたので、交通規制の時間が短く

なってよかったという意見もありますので、当

面、このペア駅伝を続けてまいりたいなという

ふうに考えております。 

 あと、体育館の検討ですが、事業手法もそう

ですが、基本計画をつくる中では、概算事業費

なども提出されることになると思いますので、

提出された際にはまた議会のほうにも報告して

いきたいと思いますので、御理解のほどよろし

くお願いいたします。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 中川委員。 

○中川委員 今、ナンバー１の関係で、まず駅

伝に関してだったのですけれども、たしかコロ

ナの関係で中止になっていて、その後に参加者

がどうなるか分からないということで、ペア駅

伝というのをやった経緯があったと思うのです

けれども、私もたまたま駅伝だとかそういうの

に関わる機会を持たせてもらったりして、全道

の高校の人の話を聞いたり、先生たちとかいろ

いろなそういう話を聞いた中で、長距離をやっ
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ているところ、高校、中高、大人もそうですけ

れども、そういうところからすると、大沼湖畔

駅伝というのは４月でしたね、４月は大沼湖畔

駅伝とかという、何か大体そこで始まるという

か、そういうので結構組んでいて、過去も道外

からも高校で来てくれたりとかという出席も

あったと思うのですけれども、今ペア駅伝に

なってから、駅伝なのかなという声が、はっき

り言うと駅伝ではないよねと、だから選択肢に

ないんだわという関係者さんが多くて、道内の

違う大会に出たりとかという予定を組まれたり

というのが結構ありまして、そういう中で行く

と、大沼湖畔駅伝というものを本来やる以上

は、駅伝をやるのだといってやっているのです

からそこを、今まではコロナの関係だとかとい

うので、いろいろなやり方というのはしようが

なかったなと思うのですけれども、やっぱり今

どこの駅伝にしても、マラソン、ハーフにして

も、普通にもう開催されてやっている状況です

から、駅伝を大沼湖畔駅伝という名目でやるの

であれば、やっぱり昔のように、４月春先は大

沼の駅伝に出るぞというような、そういう高校

だとかいろいろな団体さんあったのですから、

そういうふうにやっぱりやるのであれば、向け

ていくべきだと思いますし、あと、それとは一

方別な考え方では、確かに午前中で終わったか

ら楽になったよねという、そういう声も確かに

あるのかもしれませんけれども、まずその駅伝

をやるという目的ですよね。そこを、駅伝なら

駅伝というものをきちんと町としてやったほう

がいいのではないかなと思うのですけれども、

その点について。 

 あと、今同僚議員からもありましたけれど

も、体育館のスケジュールで、中高生の話聞い

て９月までということなのですけれども、中高

生と言ってますので中高生だろうけれども、例

えば中高生には保護者が大会だとか練習とかに

実際行きますよね。やっぱりそういう保護者の

観点という意見も大事だと思うのですよ。だか

ら中高生のみならず、やっぱり保護者も、指導

者も含めて、そういうような方々の意見も聞く

ほうがいいのではないかなと思うのですけれど

も、その点について。 

○川上委員長 スポーツ振興課長。 

○髙橋スポーツ振興課長 それでは、順次お答

えいたします。 

 ペア駅伝につきましては、確かにそれが駅伝

なのかどうかという、ハイブリッド型ですけれ

ども、どうかというところもやっぱり実行委員

会の中でも議論出ました。その中で協議した中

で、高校のほうからは、やはり４人の駅伝とい

うことで、２名ではなくて４名がいいというこ

とで、かといって、この時期なかなか４月入っ

てすぐの大会ですから、長距離の４名を集める

のが難しいだとか、そういう意見もありまし

て、例えば６名しかいないところは、ペア駅伝

と４人の駅伝に出るだとかというふうに、ニー

ズに応えながら、利用者が参加しやすいような

感じで今後実施していきたいと思いますが、今

回、この４人のも初めてやるペア駅伝という

か、ハイブリッド型のペア駅伝も初めてやるも

のですから、ちょっとその中で反省点を踏まえ

ながら、ほかのいろいろな参加者の意見も聞き

ながら、次年度以降どうするかというのは、終

わった後に再度検証させていただきたいなと思

います。 

 検討委員会の保護者の意見ということですけ

れども、今回、一応検討委員会の中で、今後使

う中高生の意見を聞いたほうがいいということ

で、中高生の意見を今回はまず聞きます。その

後、保護者だとか一般町民だとか、そういう関

係団体にはいつでも意見は受け入れますので、

そこはそういう町民からの意見を大事にして、

よりよい体育館を建設してまいりたいと思いま

すので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、スポーツ振興課に対する審査を終了

いたします。 

 スポーツ振興課長、御苦労さまでございまし

た。 

 それでは、引き続きまして、学校給食セン
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ターの審査を行います。 

 学校給食センター長、御苦労さまでございま

す。 

 予算書及び提出資料に基づきまして、簡潔に

説明をお願いいたします。 

 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 それでは、学校給

食センター予算について、共通様式に基づいて

御説明いたします。 

 事業ナンバー１、事業予算名は学校給食セン

ター運営費でございます。本年度予算額は１億

６,１７１万５,０００円、前年度予算額は１億

６,２６４万４,０００円で、前年度比９２万

９,０００の減となっております。特定財源は

記載のとおりでございます。 

 これより、増減の大きなものを御説明申し上

げます。 

 需用費は５１９万６,０００円の減で、主な

要因は、消耗品が６４万９,０００円の増、燃

料費が６０万６,０００円の減、光熱水費が４

３５万８,０００円の増、修繕料が４３万５,０

００円の増、賄材料費が皆減などでございま

す。 

 役務費は１９万７,０００円の減で、ＨＡＣ

ＣＰの更新手数料の減などでございます。 

 委託料は５７０万１,０００円の増で、主な

要因は、米飯保温食缶洗浄殺菌委託料が１０９

万２,０００円の増、北海道ＨＡＣＣＰ認証衛

生指導委託料が皆減、学校給食調理業務委託料

が２１１万２,０００円の増、学校給食運搬業

務委託料が２３５万円の増、施設清掃業務委託

料が２０万６,０００円の増、地下重油タンク

漏えい検査委託料が皆減などでございます。 

 扶助費は１２２万５,０００円の減で、準要

保護児童生徒給食扶助費が７８万１,０００円

の減、多子世帯児童生徒給食扶助費が４４万

４,０００円の減でございます。 

 以上、簡単ではございますが、令和６年度予

算の説明でございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 上野武彦委員。 

○上野委員 ナンバー１の１点だけちょっとお

伺いします。 

 有害生物防除点検委託料、増加しております

けれども、増加の理由と、それから有害生物と

いう形で考えられているのはどんな生物なの

か、それについてちょっと説明してください。 

○川上委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 それでは、お答え

してまいります。 

 有害生物防除点検委託料の増ですけれども、

こちらのほうは単価の増という形でございま

す。特に機器を増やすとか、そういったもので

はございません。 

 この有害生物ですが、基本的にはハエだと

か、そういった外部から例えば侵入してきた

り、排水口の部分から出てくる部分がいたりし

ますので、それを除去するような器械をつけま

して、それで維持管理をしていくというような

形でございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 ハエだとかそういう飛来する生物

ということなのですが、今までもそういった対

策という形で、基本的に取られた運営がされて

きているというふうに思うのですが、今回、予

算増の理由は単価の増だけだということなので

すが、そういう有害生物のこれまでの学校給食

の運営の中で、何か問題があったことはないの

か、その辺についてちょっとお伺いします。 

○川上委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 この有害生物の部

分ですけれども、基本的には暗くなるとよくお

店の入り口とかについているような青いランプ

といいますか、そういうようなもので虫をおび

き寄せるようなもので、そこで集めて殺すと

いったらあれですけれども、殺傷するような器

械を取り付けております。 

 それで、この影響による問題はなかったのか

というようなことですけれども、食品自体には

たまに異物というような形ではありますけれど

も、そういったハエが入っていたということ
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は、私が来てからは特にはありませんけれど

も、そこから調理の中で入ったという部分と

か、あるいは食材を購入して、そこの収穫した

中で入っていたというような部分の見分けもな

かなかつかない部分がありますので、センター

自体の調理室の中にある部分はそういった器械

で捕獲はできているというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 平松委員。 

○平松委員 １点だけお願いしたいのですが、

委託料で米飯保温食缶の洗浄殺菌、これが２０

％ぐらい増えていますけれども、こういうもの

というのは何かチェックのしようがあるという

か、必要な数字かどうかという確認というの

は、給食センターのほうでどのように判定され

ているのですか。出てきたからそういうふうに

しますということなのか。きちんと裏づけを確

認した上で、しようがないなという判断をされ

ているのか。そこだけ教えてください。 

○川上委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 それでは、お答え

してまいります。 

 この米飯保温食缶浄殺菌委託料ですけれど

も、学校給食用の米飯保温食缶の衛生状態を保

つための使用後の洗浄殺菌業務でございます。 

 こちらのほうは特殊加工賃扱いということ

で、その単価自体の根拠といいますのは、北海

道給食会、そちらのほうの特殊加工の工賃と同

じような取扱いというような形でやっておりま

すので、そちらの金額で見ているというような

感じでございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 なかなか説明し切れるものではな

いのかもしれませんけれども、例えば似たよう

な業務をできるところから見積りを取ってみ

て、比較検討とかできるものなのか。もうここ

しかやっていないというのであればもう言いな

りの数字ですけれどもね。普通に考えて２０％

も上がるというのは、例えば薬品を使うのに薬

品代が相当高くなったとか、高圧電源を使うの

で電気料金がすごくかかるとか、どうもそうい

うものでないような気がするので聞いているの

ですが、もう少し説明できますか。 

○川上委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 ここは比較業者と

いうあれなのですが、米飯が北海道給食会のほ

うの指定されている業者でないと入れられない

という部分もございまして、そちらのほうの業

者で七飯町は入れていると。一部ずつその業者

は函館市のほうにも入れたりはしておりますけ

れども、一応比較というよりも米飯を納入して

もらっている業者、そちらのほうに委託せざる

を得ないというような形でございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員 ちょっと分からないので教えて

いただきたいのですけれども、２０節貸付金な

のですけれども、給食センター運営資金貸付金

で１,１００万円歳出して、特定財源で給食セ

ンター運営資金貸付金収入１,１００万円、歳

入歳出取っているので同じないかなと思うので

すけれども、どういう性質の予算なのか教えて

ください。 

○川上委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 では、お答えして

まいります。 

 学校給食は４月から始まりますけれども、給

食費の４月分の徴収というのが５月１０日にな

ります。ですので、４月分の食材買った部分の

支払いが給食費ではちょっと賄えないというよ

うな部分がございますので、その分１,１００

万円ですね、貸付けてもらって、そして年度末

に返すというような形を取っております。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 委託料の中でちょっと気になるの

ですが、食材等集荷業務委託料が単価増のため

ということで増になっているのですけれども、

これ、給食の食材というのは結構多いかなと思
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うのですけれども、それをお店が届けてもらえ

なくて、買い付けに行っているということにな

るのかな。 

 それで、これどんどん増えたら大変でないか

なと思うのですけれども、そのあたりの考え方

をお聞かせください。 

○川上委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 食材の集荷の部分

でございますけれども、こちらのほう普通の業

者から買った部分に関しては給食センターのほ

うに届けてもらいます。そういった部分ではな

く、例えば、地産地消ですとか、七飯町のもの

を買うときに、農協さんを通して買ったり、そ

ういった個別に買う部分が出てきますので、そ

ういった部分は、この集荷として業者のほうに

委託して、予冷庫ですとか、そういったところ

に取りに行ってもらう金額というような形で

す。 

 以上です。 

○川上委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 その部分は、今後だんだん増える

予想なのでしょうか。何とかその辺は農協さん

に届けてもらうとか、そういうのはできないの

でしょうかね。ちょっとその辺。 

○川上委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 農協さんのほうに

もちょっと話はしたことは過去にあったかと思

うのですけれども、なかなか農協さんのほうで

は配送まではしてくれないというような形で

す。ですので、七飯町産のものですので、基本

的には、夏ですとかそういった部分が多くて、

極端に増えるというようなことは考えてはいな

いのですけれども、どうしても取りに行く人件

費の部分が、運転手の人件費の部分が上がりま

すので、ちょっと単価増というような形になっ

ております。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 中川委員。 

○中川委員 １点だけ、教育行政方針の中で、

給食費について令和７年以降上がっていくとい

うことだったのですけれども、昨年度からいろ

いろ町のほうで負担したりとかというのもあっ

たと思うのですけれども、今後の給食センター

の運営、学校給食の委員さんで会議したりとか

やっているとは思うのですけれども、スケ

ジュール的なものをお示しいただきたいなと、

給食費の。 

○川上委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 それでは、お答え

してまいります。 

 まず、先月２月ですけれども、令和５年度第

２回の運営委員会がありまして、その中でこの

方針に基づいて、令和７年度から上げざるを得

ない状況ですというような形でお話しさせてい

ただきました。例年ですと、大体８月、９月ぐ

らいに第１回目の運営委員会を実施いたします

ので、その中で方向性だとか、また具体的な話

をさせていただいて、随時開催予定は一応２回

というような形になっていますので、その後、

同じような１月、２月ぐらいに方向性を示し

て、それまでの間にも情報提供等はしていきた

いと思いますので、今のところ、回数が増やし

てというような形では予算を取っておりません

けれども、今まで２回の中で進んでいければな

と。前回、値上げした段階でもそういうような

スケジュールでやっておりましたので、今の段

階ではそういった２回の中で示していきたいな

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 要は具体的にまだ決まっていない

ということなのですかね、スケジュール的に

は、いつから上げるというのは。それであれば

ですけれども、今回の予算に給食費を上げなけ

ればないというのが町の方針でうたっているの

ですけれども、給食費を上げるタイミングが、

例えば６年度に９月に一回また会議あって、来

年の１月、２月にもう一回会議あって、例えば

今度令和８年度から上げるとか、７年度から上

げるとか、そういうような考え方であるのであ

れば、今回の予算に令和６年度分の給食費の上

げない分の補助というのは入っているのです

か。 
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○川上委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 一応、教育行政方

針でも示していますとおり、値上げの予定は令

和７年４月をめどといいますか、そこを当然そ

の中でそれ以前にはどれぐらい足りないのかだ

とか、きちんと精査しなければいけませんけれ

ども、もし足りないようであれば、適正な金額

を上げるのは令和７年の４月からというような

形で考えております。 

 それであと、補助金の部分ですけれども、昨

年１２月で臨時交付金の部分で２,０００万円

つけていただいたのですけれども、その部分繰

越しの部分がありますので、その部分で対応し

てまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 川村委員。 

○川村委員 １点だけなのですけれども、需用

費の中の修繕料なのですけれども、２５５万

７,０００円なのですけれども、これは運搬用

の、給食を運搬する車の毎年かかるお金なのだ

ろうと思うのですけれども、金額が２５０万円

と高いので、この内訳を教えてください。 

○川上委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 給食運搬車の修繕

料というような形で、この増えた部分に関して

は、毎年というものではなくて、クラッチディ

スクのほうがちょっと滑ってきていて危険に

なってきているというような形で、これが１台

ではなく、同じように平均になるように、給食

運搬車走ってますので、３台とも更新といいま

すか、交換をするというような形で、これは毎

年発生するものではなく、その部分で約４９万

円、５０万円ぐらいですね。その部分を見てい

るために、今回多くなっているような形になっ

ています。 

 以上でございます。 

○川上委員長 川村委員。 

○川村委員 この２５５万７,０００円の内訳

をお聞きしたいのですよね。 

○川上委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 今言いました、こ

の中には自動車の修繕料と、あと施設の修繕

料、こちらのほうも入っております。それで、

自動車修繕料としましては８５万７,０００

円。そして施設の修繕料、こちらのほうは機器

の不具合ですとか、調理器具ですね、調理器具

の不具合ですとかそういったものが頻繁に出て

きておりますので、そちらのほうで１７０万

円、合わせて２５５万７,０００円というよう

な形になっております。 

 以上でございます。 

○川上委員長 川村委員。 

○川村委員 この横の説明が自動車修繕料とい

うことになっているので、てっきりこの２５５

万７,０００円が全部車に対しての、毎年かか

るお金かなと思ったのですけれども、その中に

は施設の修繕料も入っているということで、今

回はクラッチが３台分ちょっと消耗しているの

で、その分かかっているよと、そういうことで

よろしいのですね。分かりました。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、学校給食センターに対する審査を終

了いたします。 

 学校給食センター長、御苦労さまでございま

した。 

 暫時休憩します。 

午前１１時４０分 休憩 

────────────── 

午前１１時４２分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。 

 総務課より追加資料の説明がございます。 

 総務課長、御苦労さまでございます。 

 それでは、追加資料の説明を簡潔にお願いい

たします。 

 総務課長。（発言する者あり） 

 すみません。財政課長。 

○青山財政課長 それでは、財政課に追加要求

資料のありました、各種大型事業を反映した今

後１０年間の財政推計といたしまして、別にお

配りしております資料を基に御説明いたしま
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す。 

 初めに、財政課で作成しました各種大型事業

を反映した財政推計の資料作成の考え方につい

て御説明いたします。 

 この資料は、令和６年１月３０日開催の民生

文教常任委員会に提出した民生文教部局におけ

る優先事業調書、別紙１に記載された事業のう

ち、七飯中学校長寿命化改修工事、大中山中学

校長寿命化改修工事、学校空調設備整備事業、

子育て支援施設整備事業、一般廃棄物最終処分

場整備事業の優先５事業を別紙１調書の事業ス

ケジュール、概算事業費、実質町の負担額等に

より事業を進めた場合、新たに増加となる一般

財源の総額、財政負担額を財政推計したシミュ

レーションとなります。 

 よって、別紙１調書の摘要欄に記載のあると

おり、概算事業費の七飯中学校長寿命化改修工

事以外は、実施設計中または実施設計前のた

め、あくまで町が試算した仮数値であること、

事業年度は現時点での想定スケジュールのた

め、今後の設計等により変更等になる場合があ

ること、社会教育施設整備検討委員会で議論さ

れております、体育館、図書館、町民プールに

ついては、現時点でこの財政推計から除いて作

成していることについても御了承願います。 

 また、この財政推計は優先５事業を整備に向

けて進めた場合の、新たに増加となる一般財源

の総額、財政負担額を知る目的で作成しており

ますので、一般会計全体での財政推計とはなっ

ていないことを御理解願います。 

 それでは、資料１ページの１、優先５事業の

年次割事業費として、現時点で想定される事業

スケジュールにより、優先５事業の各年度の事

業費、財源内訳、施工する工事等の内容を一つ

目の項目に記載しております。 

 優先５事業の事業費の総額は、調書にも記載

されておりますが、今のところ、６８億３,１

５５万円と見込まれ、その財源内訳で、町債の

発行額が４０億５,８４０万円、一般財源の総

額で１３億９,１７７万円となります。 

 また、黒の太枠の表、合計欄の下に矢印があ

りますが、実際、優先５事業の整備を進める上

で、何よりも確保しなければならないものに、

国庫支出金や交付税措置のある起債などの特定

財源となりますが、この特定財源を事業費から

差し引いた残りの一般財源の確保も必要となり

ます。この新たに増加となる一般財源の確保に

ついては、財政推計上、基金からの繰入金によ

り対応するとした場合、参考①の基金繰入額と

なり、令和６年度から令和１２年度の間で、優

先５事業分に対して基金からの繰入金の総額は

１２億９,８７４万円と見込まれます。 

 次に２の項目、優先５事業実施による町債発

行額及び公債費、元利償還金の推移となります

が、それぞれ優先５事業の町債発行額に対し

て、ある一定の資産条件、借入利率、償還期

間、元金償還金の据置期間など、一定の条件を

基に試算した場合の元利償還金の推移を記載し

ております。 

 この表では令和１７年度までを記載した表と

なりますが、大中山中学校の長寿命化改修事業

の場合、最長令和３４年度まで町債の償還が続

き、下段の表の合計欄のとおり、令和１３年度

以降は、毎年２億円を超える元利償還金となる

ことが見込まれます。 

 また、優先５事業の中には、公債費算入分と

して、元利償還金に対して交付税措置されるも

のもありますが、この財政推計では概算事業費

による試算のため、交付税算入分を加味しない

で試算しておりますので、このことを付け加え

ておきます。 

 次に３の項目の、優先５事業実施により、新

たに増加となる一般財源の総額、財政負担額と

なりますが、この表は、優先５事業を実施した

場合、１の項目で説明しました建設の際に新た

に必要となる一般財源の額、その下の２の項目

で説明しました発行した町債の償還時に新たに

必要となる一般財源の額を合計したもので、実

質優先５事業を実施した場合、この額が財政負

担額となります。 

 翌年の令和７年度は３億５,９３７万円、令

和８年度には最大５億１,９９９万円に達する

見込みで、財政的には非常に重い負担額となり

ます。 
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 次のページで、４の項目は、優先５事業を実

施する分と現在議論されております体育館、図

書館、町民プールの建設を除いた場合で、比較

的試算が可能な通常債の発行予定額を算出し、

今後の交債費、元利償還金の推移を見るための

令和７年度以降の財政推計に用いる数値となり

ます。 

 直近３か年、令和４年度から令和６年度まで

の普通建設事業費の平均値は９億２,７００万

円と算出され、その財源に町債は３億８,８７

０万円を発行しております。 

 また、通常債の一部である臨時財政対策債の

発行額は毎年減少し、令和６年度の予算数値で

は２,８００万円となっております。 

 令和７年度以降の財政推計に用いる通常債分

の数値は、普通建設事業費は３億８,８７０万

円を固定数値に、臨時財政対策債は２,８００

万円を固定数値に、令和１６年度まで試算した

結果が５の項目の表となります。 

 ５の項目で、優先５事業を除く町債発行額及

び交債費の推移となりますが、町道の整備や町

営住宅の長寿命化改修工事などの普通建設事業

費は、優先５事業や体育館、図書館などの大型

建設事業とは別に毎年継続的な事業として行わ

れることから、令和１６年度までの町債発行額

の推移を上段の表に、下段の表には一般会計全

体の交債費、元利償還金の推移を平成１７年度

まで表した表となります。下段の表の交債費の

推計では、元金償還金のピークが翌年、令和７

年度の１１億８,３９０万円と見込まれ、利子

償還金のピークが令和１３年度の１億６９６万

円、元利償還金合計のピークも令和１３年度の

１２億５,９５９万円と推計されるものでござ

います。 

 令和６年度予算で編成した元利償還金の合

計、１２億４,１５１万円と比較し、各年度で

大幅に増加するなどの年度は試算上では見受け

られませんが、この財政推計の試算条件である

借入利率が想定以上に上昇した場合は、金利変

動に連動し、利子の償還金が増加するところが

危惧されるところであります。 

 最後に、参考②の地方債現在高の推移は、優

先５事業を想定スケジュールの期間で実施し、

また、普通建設事業による通常債及び臨時財政

対策債の発行額を加えた令和６年度から令和１

７年度までの地方債現在高の推移で、試算上で

は令和９年度に地方債現在高のピークを迎える

ことが見込まれます。 

 最後のページで、この資料は前段で説明しま

した優先５事業を想定スケジュールの期間で実

施し、また令和７年度以降、毎年継続的な事業

として行われる通常の普通建設事業費により、

現時点で試算することができる優先５事業を含

む普通建設事業費の推移、町債発行額、公債

費、地方債現在高、基金残高の推移をイメージ

として分かりやすいように表したグラフとなり

ます。 

 また、町の財政状況について、今後の予測も

含め、過去の状況から現時点までの状況、現時

点から優先５事業の想定期間である令和１２年

度までの財政状況がどのように変化していくの

かを参考までに、平成２６年度からの状況を表

しております。 

 グラフの簡単な説明となりますが、①の普通

建設事業費については、平成３０年度の４１億

９,０２２万円をピークに、その後減少傾向が

続き、優先５事業の実施期間中では最高２３億

９,２８１万円に達すると見込まれ、②の町債

発行額についても、平成３０年度の２６億１,

６７０万円をピークに、普通建設事業費の減少

に合わせ、町債発行額も減少傾向に、③の公債

費については、平成２６年度の始まりから、そ

の償還額が徐々に増加し、令和３年度から令和

５年度の間は、元金の繰上償還を実施したこと

により、平均１４億円台の償還額となりました

が、今後は平均１２億円台の元利償還金で推移

するものと見込まれます。 

 平成２６年度の公債費１０億２,８７１万円

から現時点においては、約２億円増加している

ことにより、財政的には余裕が生じていない状

況でございます。 

 次に、④の地方債現在高は、令和元年度に１

４０億６,４９９万円のピークに達し、その

後、１３０億円台、１２０億円台と減少傾向に
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ありますが、優先５事業を実施した場合でも、

試算上では１２０億円前後で推移するものと見

込まれます。 

 最後に⑤の基金残高の推移となりますが、平

成３０年度の１３億１,４３０万円の最下限値

から、現時点では２１億６,１８０万円まで回

復してきたところではありますが、令和６年度

からの優先５事業を実施することにより、その

建設費の財源の一部に基金を充当した場合は、

令和１２年度では、６億６,８０７万円まで減

少することが見込まれております。 

 この基金の総額をできるだけ減少させないよ

う、工事内容をさらに精査するほか、まだほか

にも有利な財源があるのかないのかなど、担当

課を中心にさらに検討が必要ではないかと考え

ております。 

 今回このような内容での財政推計資料を提出

させていただきましたが、改めまして、町財政

が厳しい状況により、事業の実施の際には、さ

らなる行財政改革を進め、今後の財政負担を圧

縮させる取組が必要ではないかと考えておりま

すので、議員の皆様の御理解、御協力をお願い

いたします。 

 以上で、財政課に追加で要求のあった資料の

説明を終了いたします。 

○川上委員長 暫時休憩します。 

 午後１時、再開いたします。 

午前１１時５６分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。 

 財政課から提出されております追加資料への

質疑から始めます。 

 これより、質疑を受けていきます。 

 質疑ある方、いらっしゃいますか。 

 上野委員。 

○上野委員 短期間に非常に大変な作業をして

いただきまして、本当にありがとうございま

す。 

 出された資料、見た範囲での確認の質問をさ

せていただきます。 

 一つは、この１０年間の財政推計ということ

で、この財政推計の中には、これまで考えられ

ていた図書館、体育館の建設は含まれていない

ということでの推計となっておりますが、この

計画は、令和１２年度までの推計という形に

なっておりますけれども、ということは、峠

下、道の駅のなないろ・ななえに合併浄化槽の

対策工事ということがこれには含まれていない

というふうに思います。これは補正予算で今後

対応するということですし、金額も決まってい

ないということですので、含まれていないのは

考えられるわけですけれども……。 

○川上委員長 上野委員に申し上げますけれど

も、なないろ・ななえで合併浄化槽の設置とい

うことにつきましては、まだ決まっている状況

ではないので。 

○上野委員 分かります、だから今質問してま

した。 

○川上委員長 だから、合併浄化槽……。 

○上野委員 だから、それをどうのこうのと

言っているわけではありませんので。 

○川上委員長 設置が予算化してないとかと

言ってましたよね。 

○上野委員 はい、はい。 

○川上委員長 だから、つけるかどうかもまだ

決まってない状況なので。 

○上野委員 補正予算でという答弁はありまし

たので、今後、この推計はそれが含まれていな

いので、その予算が出てきたときには修正の可

能性があるとしなければならないということは

確認したいなということです、一つはですね。

そういうことですので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それから、この計画は基金を取り崩しなが

ら、それを減らしながら、令和１２年度までの

財政推計ということになっておりまして、令和

１２年度には６.７億円、６億７,０００万円ぐ

らいの残ということ、基金は減らしながらの計

画だということなのですが、本来町が考えてい

る基金の残高はどのくらいが望ましい基金の残

高と考えているのか、これについてひとつお伺

いしたいと思います。 
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 それから、地方債の残高なのですけれども、

これは令和１２年度で１０９億４,０００万円

というような状況でしたけれども、令和５年度

の１１９億１,０００万円よりも減少している

ということですけれども、大幅な減少ではない

というようなことを見ますと、この五つの事業

を実施しても、町の財政上に大きな影響は、今

のところ考えられないというふうには思いま

す。 

 それから、今回は５事業による町債の発行

は、令和９年度まで、大体年間七、八億円レベ

ルという形で町債の発行をするという計画に

なっておりますけれども、令和９年度は１２.

６億円、これがピークになって、その後減少す

るという見通しになっております。 

 基本的にこの町債の返還が、起債後の３年後

から返済が可能となるというふうに考えられま

すと、これは令和７年度より、新たな事業を実

施することも可能なのかなというふうに考えら

れるわけですけれども、その辺についてもひと

つ答弁をお願いします。 

○川上委員長 財政課長。 

○青山財政課長 上野議員さんの質問に対しま

して、３点ばかり述べられたと思いますけれど

も、まず、まだ道の駅の対策の関係についての

事業費ですか、定まっていないですので、結果

この財政推計も変わるのではないかということ

ですけれども、端的に申し上げますと、そうい

うような質問かと思いますけれども、当然これ

につきましては、民生文教常任会で提出されま

した優先５事業についてのみの計画の策定でご

ざいますので、そのようなまず事業費について

は載っておりませんので、こちらにつきまして

は財政推計が変化する、当然変わるというよう

な内容で御理解いただきたいと思います。 

 それから、基金を取り崩しながらということ

でありましたけれども、今現時点で想定される

一般財源の確保については今後も煮詰めていき

ますけれども、仮に全額基金繰入金で対応した

場合に、令和１２年度には６億７,０００万円

程度になると。こちら、町として幾らの基金が

望ましいのかということになりますが、令和３

年度から令和７年度の間において、財政見通し

ということでこちらのほうから議員の皆様に対

して、令和２年度に策定したものでありますけ

れども、町で考える基金の最低確保の目標ライ

ンとしては７億円だということで設定をしてお

ります。こちらの上限額につきましては、大体

標準財政規模の１０分の１程度ということの金

額の設定でございまして、この金額があれば、

まず予算編成については当年度、もしくは次年

度も可能ではないかというふうに考えられる数

値でありまして、これを令和１２年度のときに

は若干下回る予定ではございますが、これにつ

いては全て基金繰入金で対応することなく、い

ろいろな財源も含めて検討しながら、もしくは

事業の削減も考えながらやっていきたいと思っ

ておりますので、その点について御理解いただ

きたいと思います。 

 また、地方債現在高について、前半の地方債

現在高を含めた町債発行額のことで、令和９

年、例えば投資的経費で発行する普通建設事業

費の町債発行額が、令和６年度から令和９年度

の間では、優先５事業の大きい部分をやるの

で、高い状況で、令和１０年度以降から若干下

回るので、この期間についてもう少しできるの

ではないかという内容でございますが、こちら

につきましては、優先５事業の実施する５年間

の間において、最初のイニシャルコストという

建設費の一般財源の確保が、どのようになされ

るかによって、この期間がどのように変化した

としましても、まず総体的に一般財源を確保し

なければならないというような状況になりま

す。ですので、これをさらに事業費を分散化、

もしくは平準化するような方法で、事業費をな

らすことも考えられることでありますし、これ

は見た目上減ったからといって、これに対して

の隙間に事業を行えるというようなつくりの考

え方ではないということを、まず御理解いただ

きたいと思います。 

 優先５事業を実施することによって、新たに

必要となる、増加となる財政負担額、一般財源

の総額をどの程度の額であるかということを財

政推計で表したものになりますので、その点に
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ついて御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 質問の中で、この財政推計を見ま

すと、今後の事業ということで考えると、令和

７年度から新たな事業を追加実施することが可

能ではないかというふうな判断ができるかなと

思うのですが、それについてどうお考えになる

か、お伺いします。 

○川上委員長 財政課長。 

○青山財政課長 令和７年度から新たな事業が

追加できるのではないかということであります

けれども、この３ページ目グラフの中で、その

優先５事業の実施期間の中では、令和７年度に

つきましても、町債の発行額としては……、申

し訳ございません。事業費としては２３億円

ベース、約２４億円ベースの普通建設事業費が

見込まれ、その②の下で町債発行額について

は、１３億円ベースになるということになると

いう、これは客観的な事実に基づいた資料でご

ざいますので、この事業費の分散はいかほどに

でもというか、その内容によりましては、どの

年次に割り振っても、それは可能であることだ

と思いますけれども、まずこの優先５事業を実

施することによって、一般財源をどのくらい対

応しなければならないかというものの資料であ

るということを御理解いただければというふう

に思います。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 平松委員。 

○平松委員 きちんとした資料をつくっていた

だきまして、ありがとうございます。 

 非常に分かりやすくていいのですが、一般質

問の続きみたくなりますが、これだけではない

ですよね、事業というのは。さんざん私も言い

ましたけれども、この庁舎、文化センター、大

沼の、何だったかな、いろいろやらなければい

けない施設というのが次から次と出てくるわけ

ですけれども、そういうものをこれに具体化さ

せて、お金の流れというのをもっと分かりやす

くするというようなことは、これからするので

しょうかね。取りあえず今は予算のことですか

ら、この大きな事業だけを入れて分かりやすく

しましたと、これは分かるのですが、実際に、

ある施設を直しながらやっていかなければいけ

ないということになったときに、この５事業で

はなくて、例えば私はもう４事業でいいのでは

ないのかなという判断をしているのですが、そ

ういう検討というのは、これからなされないの

ですか。あくまでもこの前提で進んでいくとい

うことなのでしょうかね。私は、本町の学童

は、学校を使えばどうにかなるのではないか

と、そっちに力入れるべきだと思っているので

すが、もうこういう方針というのは変えないお

考えなのでしょうかね。 

○川上委員長 財政課長。 

○青山財政課長 まず、平松議員からの質問は

大きく分けて２点だと思いますけれども、今現

在まだまだやるべき事業があるのではないかと

いうことで、この計画には登載されてはいない

ということで御質問があったと思いますけれど

も、まず、長寿命化に基づいたものは、まずこ

れからいろいろな各事業の、例えば庁舎なり、

大型公共施設なりのどのくらい程度かかるかと

いうのは今後なされると思いますので、その事

業費が分かり次第であれば、この財政推計に盛

り込むことは可能だと思いますけれども、まず

もって、この財政推計の資料の作成の考え方

は、優先５事業を実施した場合のということで

の前置きですので、このように優先５事業を実

施した場合は、このように変化するということ

になるような資料のつくりになっています。 

 また、資料２ページの４番で、財政推計に用

いる通常債の発行額予定分ということで、こち

ら普通建設事業費の直近３か年の事業費とし

て、まず９億２,７００万円平均額であるとい

うふうに、数字はつくっております。この中で

は、最近令和４年度から始めました、公共施設

のＬＥＤ化など、もしくは修繕事業なども含ま

れておりますので、大型な例えば修繕事業、長

寿命化に基づく修繕事業であれば、またその事

業費が別計上され、もしくは小規模なものであ

れば、まずこの３か年の普通建設事業費の総額
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の中に入っているという、まず考え方でよろし

いかと思います。 

 また、これらの事業が、優先５事業が４事業

でもとかというような流れでありますけれど

も、この財政推計の資料作成に当たりまして

は、この民生文教常任委員会に提出されまし

た、優先５事業の調書に、まず５事業と事業期

間、事業年度がうたわれて、その中で事業費と

国からの支出金、もしくは町債などの額、実質

町の負担額を明示したものがございますので、

まずこれに基づいて、我々は財政推計をしてい

るという考え方でございますので、その点につ

いて御理解いただきたいと思います。 

 これから５事業がいいのか、４事業がいいの

かというのは、庁舎内部で検討して加えて考え

ていくこととなることと思いますので、その点

について御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 上野議員も同じことを聞きました

けれども、基金、これだけで決まるわけではな

いというのは分かるのですが、基金の目標ライ

ンというのは、もう最低ラインがこの７億円切

ればまずいという判断だと思うのですけれど

も、７億円前後あればいいというくらいの基準

なのですか。この赤い線というものの重要性と

いうのは、どの程度なのかちょっと具体的に説

明していただけませんか。 

○川上委員長 財政課長。 

○青山財政課長 基金残高のライン設定という

お話でありますけれども、これまでもいろいろ

な令和３年、４年の間の質疑の中で、この額を

示して、この額が低いのか高いのか、もしくは

下回った場合にどうするのかというようなこと

については、これまでも議論されてきたところ

であります。こちらにつきましては、町が考え

る、これは確保の目標ラインということです。

最低というわけではなくて、確保すべきライン

ということで考えておりますので、この額をま

ず上回るような形であれば、予算編成上におい

て、例えば１年度においてそういう大きな事業

があったときには、当然一般財源だけでは、町

の一般財源だけでは対応することができないも

のであるので、そのときについて基金からの繰

入れが発生したり、そういうわけで予算を編成

していくわけでございますけれども、この基金

につきましては、その前段で、⑤の表では、こ

の一番最低ラインであった１３億円から、まず

事業を大幅に行えば減りますし、まず少なく

キープしておけば、これはある程度回復して増

えるような見込みでございます。ですので、今

この優先５事業を割り当てて、事業を実施した

場合に想定される基金のラインということにな

りますので、これを下回らないような形での努

力、工夫をしていきたいというのが町の考えで

ございますので、その点を御理解いただきたい

と思います。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 中川委員。 

○中川委員 今ほど同僚議員からもいろいろ

あったのですけれども、そもそもこの５事業、

今回ここに出ているのは５事業ですけれども、

この優先５事業ということで出されている計画

自体が、このままもしやっていったらこうなり

ますよという計画だと思うのですけれども、先

ほどからこうならないようにいろいろな取組す

るとは言っているのですけれども、このほかに

体育館やプールや図書館、あとはその他公共施

設も老朽化してきているところだとか、ボイ

ラー壊れたとか何とかとかで、その時々で出て

きて何千万円とかというのがその都度出てきま

すので、そういった意味でいくと、この５事業

ですらこういう状況なので、財政推計上という

か、行財政改革でいろいろやっていくという、

一般質問でもそういう答弁はありましたけれど

も、本当にこれやっていけるのか、事務方レベ

ルというか、財政担当レベルでいろいろな取組

していると思うのですけれども、その取組的な

考え方というのはいかがですか。 

○川上委員長 財政課長。 

○青山財政課長 今、議員の皆様に対しまし

て、優先５事業による財政推計というものを提

出しまして、町の財政状況について御説明しま



 － 24 － 

したけれども、まずこの優先５事業を実施する

上でも、町の財政状況については非常に厳しい

状況であります。これ以上の財政負担を伴う建

設事業を迎えることとなりますと、これまで以

上に行財政改革などに取り組む必要があるとい

うふうには、常々いろいろな質問に対してもお

答えしているとおりでございます。 

 まず考えられることには、これまでの通常事

務や業務が通常どおり行われておりますけれど

も、それらが本当に今の御時世の中で必要な事

業なのかどうかというのは、そういうものを含

めまして、事業の削減、見直しを含めて実行し

ていかなければならないものと考えておりまし

て、そのことによりまして、行政サービスの水

準が落とさざるを得ないような状況になるもの

ではないかと思います。これを防ぐためにも、

やれる範囲の中で、まず具体的なものとしてど

ういうものをやるかというのは、現段階では申

し上げることはできませんけれども、これまで

以上の行財政改革に取り組む必要があるという

ことについては、これまでも何回も申し上げて

おりますけれども、その旨の内容で御理解いた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 行財政改革で取り組んでいくとい

うのは分かるのですけれども、政策的なもの、

政策的に削減したりとかそういうところまで踏

み込まないと、なかなか事業をやめるとかそう

いうのであれば大丈夫だと思うのですけれど

も、これを必要性があってやっていくというの

であれば、思い切ったものをやっていかなけれ

ばないと思うのですけれども、その点につい

て。 

○川上委員長 財政課長。 

○青山財政課長 議員のおっしゃるとおり、例

えば優先５事業のほかにこれから迎えるような

事業を行うことになれば、これまで以上の思い

切った判断を求めて行わなければならないとい

うことにつきましては、まず議員のおっしゃる

とおりだと思います。これを進めていく上では

相当な覚悟を持って行わなければならないもの

と考えておりますし、例えば今後迎えるような

建設事業についての判断につきましては、極め

て政策的な判断が求められることになりますの

で、町の内部でも、もしくは町長におきまして

も、町の財政状況を勘案して決定されるものと

考えておりますので、この点について御理解い

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 この資料を見ましたら、やはり愕

然と皆さんショックを受けたと思うのですけれ

ども、２番の一番下に、優先５事業実施による

公債費、元利償還金の償還財源は一般財源によ

る対応、交付税の算入の部分はここには入って

いないというような解釈でよろしいのか、

ちょっとそのあたり。 

○川上委員長 財政課長。 

○青山財政課長 ２番のその下に、それぞれの

事業の元利償還金を述べて、その下に空欄では

ございますけれども、交付税算入分というもの

を記載しております。こちらにつきましては、

民生文教常任委員会でも提出されました資料に

記載のとおり、起債の充当率に対しての交付税

算入率が明記されております。こちらのほうで

も試算をしておりまして、例えば、こちら、あ

えて資料に載せなかったのですけれども、町債

発行額４０億５,８４０万円に対して、令和７

年から令和３４年が元利償還金を行う年度にな

ります。この総額が４０億円借りましたけれど

も、利子額を含めまして４８億７,７００万円

に達します。その際の交付税算入額につきまし

ては、それぞれの事業について交付税算入率が

決まっておりますけれども、総額で１５億７,

７００万円程度、約３分の１ですね、３２.３

４８％の交付税の算入率があると考えておりま

す。ただ、これはこちらの概算の数字、試算上

の数値で申し上げるとこういう形になるのです

けれども、実際に交付税算入額と、財政推計上

の試算している交付税の算入額には、若干の微

妙な額の違いがございますので、その点につい

ては、こちらのほうの資料には記載しておりま
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せんけれども、当然、元利償還金に対しての交

付税算入額は、こちらのほうでは見込んで計算

しておりますので、その旨御理解いただきたい

と思います。 

 以上です。 

○川上委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 決算のときなど、よく実質赤字比

率とかということで、財政課ではいろいろ町債

発行を繰上償還して、努力されて、数字的に頑

張ってきていただいているのですけれども、こ

のままでいったら赤字の比率というのはどのよ

うに考えているのか。 

○川上委員長 財政課長。 

○青山財政課長 まず、実質公債費比率につき

ましては、単年度の償還金に対して、元利償還

金に対して、その年度に入ってくる交付税算入

額ですね、それらの要素を除いて計算していま

すので、今現在の元利償還金ベース、１２億

４,１００万円程度が、今後令和１７年度まで

は約１０億円程度で続きますので、極端な跳ね

上がり方はしないかというふうに考えておりま

す。 

 また、交付税算入額も優先５事業を発行した

ことによって、約３分の１程度が交付される見

込みでありますから、実質公債費比率について

は、そんな跳ね上がり方はしないのではないか

と思います。 

 ただ、将来負担比率につきましては、こちら

は借金の残高のほかに、例えばその要素である

人件費で行きますと、退職手当の負担金、退職

手当というのは普通退職された場合の将来負担

額、もしくは徐々にそのうちに分子、分母とな

る額の中で、基金の総額というのがありますの

で、基金が控除される部分がどんどんどんど

ん、基金の減少に伴って将来負担比率がある程

度増加していくものと見込んでおりますけれど

も、今のところは、地方債現在高が約１２０億

円ベースから、その令和１７年度に限っても、

そんなに増減額がないまま行きますので、極端

な減り方はしないのではないのかなというふう

に考えておりますけれども、いずれにしまして

も、それは、その決算を迎えるに当たって、一

つ一つ検証しながら、どのようにそういう負担

額、負担比率や実質公債比率を減らしていくか

というのは、その年度その年度で対応してまい

りたいと思いますので、その旨御理解いただき

たいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、財政課に対する審査を終了いたしま

す。 

 財政課長、御苦労さまでございました。 

 暫時休憩いたします。 

午後 １時２６分 休憩 

────────────── 

午後 １時２７分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。 

 町長、副町長、商工労働観光課長、御苦労さ

までございます。 

 先にまず町長より発言を求められております

ので、これを許可いたします。 

 町長。 

○杉原町長 ３月８日から始めていただいてお

ります、予算審査特別委員会の審議におかれま

しては、大変皆様どうもお疲れさまでございま

す。 

 その中で、政策推進課所管の活力のあるまち

づくり推進事業助成金の予算審議において、私

のほうからもおわび申し上げたいというふうに

思います。 

 委員会での御意見、御指摘のとおり、事業対

象団体や対象者助成金の返還について、誰が見

ても分かるように、より明確に条例や手引を整

理すべきとの御指摘を受けたことから、予算審

査と条例案提出が前後してしまいましたけれど

も、適正に運用するよう努めてまいりますの

で、御理解をお願いし、御了解いただきたいと

いうふうに思います。大変失礼いたしました。 

○川上委員長 それでは、次に商工労働観光課

が所管する道の駅に関する地下水対策と合併処

理浄化槽の対策についての説明をお願いいたし
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ます。 

 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 道の駅の状況説明に

入る前に、１１月２４日の全員協議会で御報告

した後、１２月定例会でグリース阻集器の設置

工事も補正予算を御議決いただきましたが、起

工決定が令和５年１２月２２日と遅れ、結果的

に工期も令和６年１月１５日から３月２０日ま

でとなったことにより、本日も水質調査の結果

についてお示しすることができなく、また議員

の皆様にも経過等を今日までお知らせすること

ができなかったことに対しましておわび申し上

げます。大変申し訳ございませんでした。 

 引き続き、水質調査の状況について御説明申

し上げたいと思います。 

 資料のほうをお開きください。 

 令和５年９月にポンプの取替工事、それから

地下水対策の設計委託について御議決いただき

ました。１０月にそれぞれ発注をかけまして、

１１月１５日に床下のポンプの取付工事は完了

しております。その後、地下水対策の設計委託

について、１月３０日に完了してございます。 

 カラー刷りのほうの資料で詳しい結果を御説

明したいと思います。 

 契約概要は記載のとおりでございます。 

 調査の結果としましては、①道の駅裏に地下

水の観測孔を設置しまして、地下水を調査して

おります。②として、地下水が確認された深さ

の土質を分析しております。③として、その土

質については浸透性が低く、上層部が帯水傾向

となっておりまして、おおむね道の駅の真下に

位置することから床下空間へ水が浸入しやすい

状況となってございました。 

 （３）として、対策工事の比較検討でござい

ます。 

 地下ピットの排水工事として複数の案がござ

いまして、機能面、工事費、維持管理費の観点

から比較を検討しているところでございます。 

 工法としましては、ポンプの増設工事、それ

から土間コンクリートを打つというのと、施設

の外周に暗渠を回して排水をすると。それと、

集水ますを設けて排水をすると。この４パター

ンの工法が提案されましたが、現在、比較検討

中でございます。 

 次に、浄化槽の処理対策の状況でございま

す。 

 １１月の全員協議会でお示しした後、グリー

ス阻集器の設置工事を発注してございます。現

在、２月２２日に枝管の清掃を完了し、２６日

には本管の清掃、高圧洗浄を行いまして、阻集

器の設置を行ったところでございます。また、

２８日には浄化槽の洗浄と、井水のメーターも

設置したところでございます。また、本日にな

りますが、３月１４日に、水質の調査をするべ

く、採水をしているところでございます。 

 上記、水質の結果を情報提供、今後するとと

もに、浄化槽の適正化の調査の結果を踏まえ、

今後の方向性を定めまして、皆様に御報告をし

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ありがとうございました。 

 暫時休憩いたします。 

 質疑等につきましては、休憩のまま１時４５

分から第１委員会室で始めますので、第１委員

会室のほうへ移動してください。 

午後 １時３２分 休憩 

────────────── 

午後 ４時１９分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。 

 先ほど、理事者側からの道の駅に関する地下

水対策と合併処理浄化槽の対策についての説明

がございましたが、今後の対策につきまして、

理事者側から答弁をいただきたいと思います。 

 町長。 

○杉原町長 昨年１２月議会で議決いただいた

ところで、速やかに契約締結の上、工事を実施

し検査を実施すべきところ、事務の遅れ等によ

り検査結果の判明が遅れております。事務の進

捗状況の確認等が不十分で大変申し訳ございま

せんでした。 

 その上で改めて、まず床下地下水処理につき

ましては、以前報告させていただいた４パター

ンの工事の中から適正な工事の方法を今後お示
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しして早急に、遅くとも６月の定例議会までに

補正予算を提出してまいりたいと考えておりま

すので、御理解いただきたいというふうに思い

ます。 

 また、道の駅の合併処理浄化槽の対応につい

ては、１月１５日から３月２０日までの工期

で、先月グリストラップを設置の上、現在水質

検査を行っているところでございます。 

 今後としましては、以前お示しした改善策の

中の４パターンの中から、工事費やその効果等

を検討の上、令和６年度の補正予算で提案させ

ていただきたいというふうに考えております。 

 床下地下水対策と、それからこの合併処理浄

化槽の改善策については、一度にではなくて、

先にもう方向性が決めてきております床下地下

水対策のほうを早急に提案してまいりたいとい

うふうに考えておりまして、浄化槽のほうの対

策についても、まとまり次第早急に補正予算の

提案をしてまいりたいというふうに考えており

ますし、その間、当初の道の駅の運営方針のと

おり、トイレの運用を、夜間トイレとそれから

日中のトイレの運用を、それを検討しながら、

ちょっとお客様の繁忙期だとかも含めながら検

討して、当初のスタートで考えていた夜間トイ

レの運用というようなものを考えながら、水質

の確保のほうを優先的に取り組んでまいりたい

というふうに考えておりますので、御理解いた

だきたいというふうに思います。 

 大変遅くなりまして、申し訳ございませんで

した。 

○川上委員長 ありがとうございました。 

 以上で、道の駅に関する地下水対策と合併処

理浄化槽の今後の対策についての説明を終了い

たします。 

 町長、副町長、商工労働観光課長、ありがと

うございました。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ４時２２分 休憩 

────────────── 

午後 ４時２３分 再開 

○川上委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 以上で、議案第４号から議案第９号まで、全

ての説明と質疑は終了いたしました。 

 次に、町長への総括質疑について、皆さんの

御意見をいただきたいと思います。 

 御意見のある方いらっしゃいますか。 

 上野委員。 

○上野委員 質疑は実施すべきだと、基本やる

べきだと思います。 

 それで、先ほどから出ていましたように、ど

ういう質疑をするかというのは、各自、明日ま

でに文章化して提出し、そういう中で質疑を続

けるということでよろしいかと思いますので、

よろしくお願いします。 

○川上委員長 ただいま、上野委員のほうから

総括質疑につきましては実施すべきとの意見が

ございましたけれども、皆様はいかがでしょう

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 異議なしと認めます。 

 それでは、総括質疑は行うことに決定いたし

ました。 

 それから、先ほど事務局のほうからもお話し

しましたけれども、町長質疑への質疑事項につ

きましては、明日午後１時３０分開会する会議

で行っていきたいと思いますので、質疑のある

委員の方は議場での発言とともに書面をもっ

て、後ほど事務局のほうにも提出していただき

たいと思いますので、その御用意をお願いした

いと思います。 

 お諮りいたします。 

 本日の予定していた審査は全て終了いたしま

した。 

 本日は、これをもって終了したいと存じます

が、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって終了いたしま

す。 

 御苦労さまでございました。 
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